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学校における動物飼育に関する提言 
 
幼稚園および小学校教育では、生物教育や道徳教育などを目的として、生活科、

理科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間等において動物飼育を奨励している
（参考資料１、２）。動物飼育は子ども達に生物を愛護し生命を尊重する態度を

育てるとともに、生命を理解させ、他人への愛情や共感を養うなどの効果を期待

されている。また、学校における動物飼育体験や動物とのふれあいを通じて、い

わゆる食農教育や食育教育の試みも行われている。しかし、現在、小学校教員養

成課程には動物飼育や動物と人の関係を学ぶ授業がないため、ほとんどの教師は

動物飼育の子どもへの影響や意義、またその効果を得るための適切な飼育法など

についての知識を持っていない。そのため、動物の生理、習性を考慮しない飼育
が行われるなど、動物愛護の精神になじまない状況が見られ、その結果、子ども

たちは動物の死に鈍感になったり、動物の惨状に心を痛める我が子を見た保護者

が獣医師に助けを求めるなどの例が報告されている。 
 このような状況を改善すべく、昭和 50 年代から各地で獣医師が学校での動物

飼育に関わり、平成元年以降、教育委員会が獣医師会と連携して飼育支援事業を

行なう例が増加した。また社団法人日本獣医師会は、平成 10 年に文部省に対し

て初等教育における動物を活用した情操教育の必要性を提言し、学校で飼育する

動物の衛生管理、保健衛生指導等についての協力を申し出ている（参考資料３）。
平成 14 年 9 月現在、23 都道府県内の約 250 市区町村において行政が獣医師会と

連携して子ども達への動物教育の支援と教員への研修を行い、成果をあげている。

平成 13 年の調査では、教育委員会と獣医師との連携事業を行っている首都圏の

小学校の 83％が獣医師の支援を歓迎している。また、文部科学省は委嘱研究によ

り作成した冊子「学校における望ましい動物飼育のあり方」を小学校に配布して

いるが（参考資料４）、これにも獣医師が協力している。 
 しかし、全体として見れば教育委員会と獣医師会との連携はまだ少なく、個人
的に支援を行っている獣医師も多数いるが、獣医師個人のボランティア活動には

限界がある。今後、動物の飼育と利用の問題を獣医師と連携して解決しない限り、

子どもの教育に動物を十分に役立てることは難しい。このような状況に鑑みて、

日本学術会議科学教育研究連絡委員会および獣医学研究連絡委員会はこの問題

に関する勉強会やシンポジウムを共催（参考資料５）するなど検討を重ねた結果、

以下の３点の対策を推進することを提言する。 
 

１）教育に動物を効果的に利用する方法および、関係法令に従って動物を適切に
飼育する方法についての基礎的教育を、教員養成課程に取り入れる。 

２）動物の飼育指導、疾病予防と治療、保健衛生指導、動物愛護教育指導等の推

進のために、各地の教育委員会と獣医師会の協力関係を推進する。 
３）動物飼育の教育上の効果に関する研究を活性化し、その成果を教育現場に取

り入れ、生命尊重、生命科学等の教育の充実を図る。 



  
 

 

小学校学習指導要領における動物関係の記述抜粋  

 
小学校学習指導要領（平成１０年１２月） 

 

生 活 

 
第２ 各学年の目標及び内容 
〔第１学年及び第２学年〕 
１ 目標 
（２）自分と身近な動物や植物などの自然とのかかわりに関心をもち、自然を大切にしたり、

自分たちの遊びや生活を工夫したりすることができるようにする。 

 
２ 内容 
（７）動物を飼ったり植物を育てたりして、それらの育つ場所、変化や成長の様子に関心を

もち、また、それらは生命をもっていることや成長していることに気付き、生き物への

親しみをもち、大切にすることができるようにする。 
 
 

道 徳 

 
第２ 内容 
〔第１学年及び第２学年〕 
３ 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。 
（１）身近な自然に親しみ、動植物に優しい心で接する。 
（２）生きることを喜び、生命を大切にする心をもつ。 

 
〔第３学年及び第４学年〕 
３ 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。 
（１）自然のすばらしさや不思議さに感動し、自然や動植物を大切にする。 
（２）生命の尊さを感じ取り、生命あるものを大切にする。 
 
〔第５学年及び第６学年〕 
３ 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。 
（２）生命がかけがえのないものであることを知り、自他の生命を尊重する。 

 
 
 
 
 
 

参考資料１ 



  
 

理 科 

 
第２ 各学年の目標及び内容 

 
第３学年 
１ 目標 
（１） 身近に見られる動物や植物を比較しながら調べ，見いだした問題を興味・関心をも

って追究する活動を通して，生物を愛護する態度を育てるとともに，生物の成長の

決まりや体のつくり，生物同士のかかわりについての見方や考え方を養う。 

 
第４学年 
１ 目標 
（１） 身近に見られる動物の活動や植物の成長を季節と関連づけながら調べ，見いだした問

題を興味・関心をもって追究する活動を通して，生物を愛護する態度を育てるととも

に，動物の活動や植物の生長と環境とのかかわりについての見方や考え方を養う。 

 
第５学年 
１ 目標 
（１） 植物の発芽から結実まで過程，動物の発生や成長などをそれらにかかわる条件に目を

向けながら調べ，見いだした問題を計画的に追究する活動を通して，生命を尊重する

態度を育てるとともに，生命の連続性についての見方や考え方を養う。 

 
第６学年 
１ 目標 
（１） 生物の体のつくりと働き及び生物と環境とを関連づけながら調べ，見いだした問題を

多面的に追究する活動を通して，生命を尊重する態度を育てるとともに，生物の体の

働き及び生物と環境とのかかわりについての見方や考え方を養う。 

 
 



  
 

 
 

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準（抄） 

  
平成 14 年５月 28 日 
環境省告示第 37 号 

 
第１ 一般原則 

 
1. 家庭動物等の所有者又は占有者（以下「所有者等」という。）は、命あるものである家庭

動物等の適正な飼養及び保管に責任を負う者として、動物の生態、習性及び生理を理解

し、愛情をもって家庭動物等を取り扱うとともに、その所有者は、家庭動物等を終生飼

養するように努めること。 
2. 所有者等は、人と動物との共生に配慮しつつ、人の生命、身体又は財産を侵害し、及び

生活環境を害することがないよう責任をもって飼養及び保管に努めること。  

 
第２ 定義 

 
  この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

(1)動物 
       哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物をいう。 

(2)家庭動物等 
       愛がん動物又は伴侶動物（コンパニオンアニマル）として家庭等で飼養及び保管され

ている動物並びに情操のかん涵養及び生態観察のため飼養及び保管されている動物をい

う。 
(3)管理者 

       情操のかん涵養及び生態観察のため飼養及び保管されている動物並びにその飼養及

び保管のための施設を管理する者をいう。 

 
 
第７ 学校、福祉施設等における飼養及び保管 

 
１．管理者は、動物の飼養及び保管が、獣医師等十分な知識と飼養経験を有する者の指導の

下に行われるよう努め、本基準の各項に基づく適切な動物の飼養及び保管並びに動物に

よる事故の防止に努めること。 
２．管理者は、飼養及び保管する動物に対して飼養に当たる者以外の者からみだりに食物等

を与えられ、又は動物が傷つけられ、若しくは苦しめられることがないよう、その予防

のための措置を講じるよう努めること。 

参考資料２ 



  
 

 
 

初等教育における動物を活用した情操教育について(提言)  
 

平成 10 年 4 月 

�日本獣医師会  

 

 最近、我が国におきまして、毎日のように殺人事件が報道され、犯罪の凶悪化が進む中で、少年

犯罪も増加傾向にあり、しかも低年齢化していることは、誠に憂慮に堪えず、国民等しく強い危

機感を抱いているのが現状です。特に教育関係者におかれましては、このような現象は、極めて

深刻な問題であり、困惑されているものと推察いたします。 

このような社会病理現象の原因につきましては、これを単に家庭をも含めた教育の問題として

一概に論ずることはできず、社会事象の変化、要因が複雑に関連しているものと思われますが、

いずれにいたしましても、その病根は深く、これを根治することは甚だ困難であり、いかにして

効果的な対策を講じていくべきかが今や我が国社会の一大命題になっていると言っても過言では

ありません。 

現代社会は、経済優先、物質優先、教育は知識偏重の傾向が強く、精神的豊かさのある社会の

実現、個性を尊重した教育の実践等について往々指摘されるところです。古来から「三つ子の魂

百まで」と申しますように、幼少時の躾、情操教育の重要性は、今日におきましてもいささかも

変わることはなく、むしろその必要が今ほど求められている時はないのではないでしょうか。 

その情操教育の一環として、幼児教育、初等教育の過程で子供達に生身の動物に触れ合わせる

ことにより命を体感させ、時として動物の死にも直面することによって生死と対峙しながら生命

の尊さを学んでいけるような環境作りが大変重要であります。また、これにより、人に比べて弱

い立場の動物に対する慈しみの心が自然に育まれ、ひいては他人に対する思いやりの気持ちも涵

養されることになるものと私共は考えております。 

一方、近年における集合住宅化の進展に伴い、それら住宅では、今や家族の一員、伴侶動物と

しての地位を占めている犬や猫等の動物を飼育することが一般的に禁止されていること等から、

子供達が身近に動物と接し、そのぬくもりをじかに感知する機会が少なくなってきております。

加えて、ゲーム機で動物を飼育することが流行する等の現象も見られ、極論すれば、このような

ことも生命が即物視される一因になるのではないかと懸念されるところです。 

私共獣医師は、獣医療の提供を通じて動物の保健衛生の向上等に寄与していると自負いたして

おりますが、もとより動物の生命を預かる立場として、上述のような世の中の生命軽視とも言え

る風潮、傾向をこのまま看過することはできません。人の心療内科におきましては、犬等の動物

を活用したアニマル・アシステッド・セラピーが注目され、その効用が認知されるようになって

まいりましたが、私共獣医師は、初等教育における情操教育の一助になればと願い、動物を積極

的に活用した情操教育の導入についてここに提言するものであります。 

文部省におかれましては、小学校指導書(生活編)の中で「動植物等の自然との関わりに関心を持

たせ、あるいは具体的な活動や体験を通して学ばせる」という主旨の指針を示しておられますが、

より効果的、実効のある情操教育を実践するため、私共の提言につきまして是非ともご検討賜り

ますようお願い申し上げる次第です。 

日本獣医師会といたしましては、学校で飼育する動物の衛生管理、保健衛生指導等言わば学校

獣医師としての対応のほか、各種関係情報や資料の提供等積極的にご協力申し上げていく所存で

あることを申し添えます。 

参考資料３ 
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日本学術会議 

科学教育研究連絡委員会・獣医学研究連絡委員会共催シンポジウム 

 

学校教育における飼育動物 

 
日 時：平成１４年１０月２９日（火）１３：１５～１７：００ 
会 場：日本学術会議大会議室 

（〒106-8555 東京都港区六本木7-22-34 TEL03-3403-6291（代表）） 

交通：地下鉄千代田線「乃木坂」駅下車，青山霊園方面出口徒歩約１分 

 

主 催：日本学術会議科学教育研究連絡委員会，獣医学研究連絡委員会 
後 援：日本獣医師会，日本獣医学会，全国大学獣医学関係代表者協議会， 

日本小動物獣医師会，全国連合小学校長会，日本生活科・総合的学習教育学会 

 

 

プログラム 

 
開会行事（１３：１５～１３：３０） 

 

   シンポジウム（１３：３０～１７：００） 

   コーディネーター：鳩貝太郎（国立教育政策研究所） 
 

      シンポジスト  

山田卓三（名古屋芸術大学） 

       「学校における飼育動物の意義と問題点」 
 

        中川美穂子（中川動物病院） 

       「学校飼育動物と獣医師の学校支援」 

 
        中村克樹（京都大学霊長類研究所） 

        「相手の情動を読みとる脳の働き」 

 

        岡田美智男 
(（株）国際電気通信基礎研究所（ATR）知能ロボティクス研究所) 

        「発達の関係論的な視点からみたロボットと子供たちとの関わり」 

 

    総合討論 
 
 

参考資料５ 


